
 

１．条 例 
 

議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第 １ ０ 号 

堺市個人番号の利

用及び特定個人情

報の提供に関する

条例の一部を改正

する条例 

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）の一部

改正に伴う規定の整備を行うもの 

(2) 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３

１年法律第３号）の施行に伴い、森林環境税の賦課徴収

等に関する事務の処理に関して、特定個人情報の本市内

部での利用を開始するため、所要の改正等を行うもの 

 

◯ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法

律第４８号）の施行の日（その日がこの条例の公布の日前

である場合にあっては、この条例の公布の日）から施行、

(2)に係る改正規定は、令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 １ １ 号 

堺市水道事業及び

下水道事業の設置

等に関する条例及

び市長等の損害賠

償責任の一部の免

責に関する条例の

一部を改正する条

例 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正に伴

い、次の条例について規定の整備を行うもの 

(1) 堺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 

（昭和４１年条例第３３号） 

(2) 市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例 

（令和２年条例第２３号） 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 １ ２ 号 

堺市職員の給与に

関する条例等の一

部を改正する条例 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正に伴

い、会計年度任用職員に勤勉手当を支給することを踏まえ、

次の条例の規定について、勤勉手当の支給等に関し会計年

度任用職員及び臨時的に任用された職員を除外する旨を定

める部分の削除等をすることとし、所要の改正を行うもの

であること。 

(1) 堺市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第６

号） 

(2) 堺市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第

３号） 

(3) 堺市職員及び組織の活性化に関する条例（平成２４年

条例第３０号） 

(4) 堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例（平成２

８年条例第４９号 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 １ ３ 号 

堺市職員等の旅費

に関する条例の一

部を改正する条例 

避難所対応等の公務上特に必要があると認められる場合

にあっては、自家用車等による旅行について旅費を支給す

ることとし、所要の改正等を行うもの 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 



 

議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第 １ ４ 号 

堺市手数料条例の

一部を改正する条

例 

戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の一部改正により、

本籍地以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付等の請

求が可能となることに伴い、地方公共団体の手数料の標準

に関する政令（平成１２年政令第１６号）が一部改正され

ることをまえ、当該交付等の事務に関する手数料を定める

こととし、所要の改正等を行うもの 

 

◯ 令和６年３月１日から施行 

２月１６日 

可 決 

全 会 一 致 

省 略 

議 案 

第 １ ５ 号 

堺市基金条例の一

部を改正する条例 

本市に在住する海外からの避難民への人道支援を目的と

した寄附金の維持管理を行い、国際交流、国際協力及び多

文化共生施策の推進に活用するため、並びに国際化施策が

多様化している現状を踏まえ、現行の基金についても活用

対象を広げることとし、堺市国際文化観光基金の設置目的

を見直す所要の改正を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和６年３月２８日）から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

産 業 

環 境 

議 案 

第 １ ６ 号 

堺市環境影響評価

条例の一部を改正

する条例 

引用法令である電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）

の条項のずれに係る改正その他の規定の整備を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和６年３月２８日）から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

産 業 

環 境 

議 案 

第 １ ７ 号 

堺市介護保険条例

の一部を改正する

条例 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）及び介護保険法

施行令（平成１０年政令第４１２号）に基づき、第１号被

保険者の保険料率について、被保険者の負担能力に応じた

ものとなるよう見直しを行うこととし、所要の改正等を行

うもの 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

起 立 多 数 

予 算 

審 査 

議 案 

第 １ ８ 号 

堺市障害者の日常

生活及び社会生活

を総合的に支援す

るための法律施行

条例の一部を改正

する条例 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）の一部改正に伴う規

定の整備を行うもの 

 

◯ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第１０

４号）附則第１条第４号の政令で定める日（その日がこ

の条例の公布の日前である場合にあっては、この条例の

公布の日）から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議 案 

第 １ ９ 号 

堺市職員の特殊勤

務手当に関する条

例及び堺市精神保

健及び精神障害者

福祉に関する法律

に基づく任意入院

者の症状等の報告

に関する条例の一

部を改正する条例 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）の一部改正に伴い、堺市職員の特殊勤務

手当に関する条例（平成８年条例第１９号）及び堺市精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者

の症状等の報告に関する条例（平成１９年条例第８号）に

ついて所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 



 

議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第 ２ ０ 号 

堺市南部大阪都市

計画黒山西地区地

区計画の区域内に

おける建築物の制

限に関する条例及

び堺市イノベーシ

ョン投資促進条例

の一部を改正する

条例 

統計法（平成１９年法律第５３号）第２８条第１項の規

定に基づき、統計基準として総務省告示において定める日

本標準産業分類の改定に伴い、次の条例について規定の整

備等を行うもの 

(1) 堺市南部大阪都市計画黒山西地区地区計画の区域内

における建築物の制限に関する条例（平成２８年条例第

３４号） 

(2) 堺市イノベーション投資促進条例（令和２年条例第１

６号） 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

産 業 

環 境 

議 案 

第 ２ １ 号 

堺市市民交流広場

条例の一部を改正

する条例 

市民交流広場（以下「広場」という。）の利用の促進及

び積極的な活用を図るため、次に掲げる改正等を行うもの 

(1) 広場の事業を明確にし、及びその使用の許可に係る要

件、使用料等について見直しを行うこととし、これに伴

う所要の改正 

(2) 公の施設である広場について、その利用者のサービス

向上を図り、効率的かつ効果的な管理運営を図るため、

これに指定管理者制度を導入するための改正 

 

◯ 令和７年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第 ２ ２ 号 

堺市附属機関の設

置等に関する条例

の一部を改正する

条例 

附属機関に関し、次に掲げる設置又は廃止をするため、

所要の改正を行うもの 

(1)堺旧港交流空間創出事業に係る事業者の選定について

の審議等に関する事務を行うため、堺旧港交流空間創出

事業者選定委員会を設置するもの 

(2)自由都市・堺 平和貢献賞について、事業の効果的な実

施を図るため、国際的・全国的規模で表彰された功績が

顕著な団体を本市が精査し、適時に賞を授与する見直し

を行うことに伴い、これまで定期的に実施してきた当該

選考についての審議を行う自由都市・堺 平和貢献賞選

考委員会を廃止するもの 

 

◯ 公布の日（令和６年３月２８日）から施行し、(2)に係

る改正規定は、令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第 ２ ３ 号 

堺市手数料条例の

一部を改正する条

例 

(1) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）の一

部改正に伴い、既存建築物に大規模の修繕又は大規模の

模様替を行う場合の特例認定に関する事務に係る手数

料を定めることとし、所要の改正を行うもの 

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平

成２７年法律第５３号）の一部改正に伴う規定の整備を

行うもの 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

起 立 多 数 

予 算 

審 査 



 

議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第 ２ ４ 号 

堺市職員定数条例

の一部を改正する

条例 

令和５年度から実施している６０歳から６５歳までの段

階的な定年の引上げに伴う職員数の推移に対応するため、

所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

市 民 

人 権 

議 案 

第 ２ ５ 号 

堺市火災予防条例

の一部を改正する

条例 

消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）の一部改正を

踏まえ、本市における消防用設備等の技術上の基準につい

て見直しを行うこととし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

市 民 

人 権 

議 案 

第 ２ ６ 号 

堺市消防手数料条

例の一部を改正す

る条例 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年

政令第１６号）の一部改正を踏まえ、消防法（昭和２３年

法律第１８６号）に基づく貯蔵所の設置等に係る許可及び

高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）に基づく高

圧ガスの製造の許可に係る手数料について見直しを行うこ

ととし、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

起 立 多 数 

予 算 

審 査 

議 案 

第 ２ ７ 号 

堺市水道事業給水

条例の一部を改正

する条例 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）の一部改正に伴う規

定の整備を行うもの 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第 ５ ０ 号 

堺市国民健康保険

条例の一部を改正

する条例 

(1) 国民健康保険の都道府県単位化に係る大阪府が定めた

激変緩和措置期間が終了し、 令和６年度から保険料率等

について府内統一基準となることに伴い、本市が徴収す

る保険料に係る後期高齢者支援金等賦課額の限度額の引

上げ等を行うこととし、所要の改正を行うもの 

(2) 国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）

の一部改正に伴う所要の改正を行うもの 

  

○ 令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

起 立 多 数 

予 算 

審 査 

議 案 

第 ５ ３ 号 

堺市国民健康保険

条例の一部を改正

する条例 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）及び国民

健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）の一部改

正により、退職者医療制度が廃止されることに伴う所要の 

改正等を行うもの 

  

○ 令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

起 立 多 数 

予 算 

審 査 

議 案 

第 ５ ４ 号 

堺市消防団員等公

務災害補償条例の 

一部を改正する条

例 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

（昭和３１年政令第３３５号）の一部改正に伴い、非常勤

消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基

礎額について見直しを行うこととし、所要の改正を行うも

の 

 

○ 令和６年４月１日から施行 

３月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

市 民 

人 権 



 

議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 員 提 出 

議 案 

第 １ 号 

堺市議会事務局条

例の一部を改正す

る条例 

議会事務局を議会局のさらなる権能強化を支援する組織

とするため、その名称を議会局に変更することとし、必要

な改正を行うもの 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

２月１６日 

可 決 

全 会 一 致 

省 略 

議 員 提 出 

議 案 

第 ２ 号 

堺市議会会議規則

の一部を改正する

規則 

会議運営の合理化を図ることによる円滑な議事運営の観

点及び、賛否状況を市民によりわかりやすくする観点から、

表決において、起立による表決及び記名投票について電子

採決システムを導入すること、また、議会運営の合理化を

図る観点から、地方自治法 （昭和２２年法律第６７号）の

一部改正を受け、本規則の規定において、書面等により行

うこととされている手続に関して、手続のオンライン化を

可能とするために規定の整備を行うもの 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

２月２８日 

可 決 

全 会 一 致 

省 略 

議 員 提 出 

議 案 

第 ３ 号 

堺市議会委員会条

例の一部を改正す

る条例 

多様な人材の議会の参画に途を開く観点等から、委員会

への出席の特例に関して、現行の規定を見直すとともに、

大規模な災害の発生や育児、看護、介護等を新たに出席の

特例の事由に追加すること、また、議会運営の合理化を図

る観点から、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一

部改正を受け、本条例の規定において、書面等により行う

こととされている手続に関して、手続のオンライン化を可

能とするために規定の整備を行うもの 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

２月２８日 

可 決 

全 会 一 致 

省 略 

議 員 提 出 

議 案 

第 ４ 号 

堺市情報通信技術 

を活用した行政の

推進等に関する条

例の一部を改正す 

る条例 

議会運営の合理化を図る観点から、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号)の一部改正を受け、議会が規定する条

例等（堺市議会会議規則（昭和５４年議会規則第１号）及

び堺市議会委員会条例（昭和３５年条例第１７号）を除

く。）において書面等により行うこととされている手続に

関して、手続のオンライン化を可能とすることために規定

の整備を行うもの 

 

◯ 令和６年４月１日から施行 

２月２８日 

可 決 

全 会 一 致 

省 略 

議 員 提 出 

議 案 

第 ５ 号 

堺市議会議員の請

負の状況の公表に

関する条例 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正に伴

い、議員個人による請負に関する規制が緩和され、政令で

定める一定金額まで議員個人による本市との請負が可能と

なったことにより、議会運営の公正、事務執行の適正が損

なわれることがないよう、本市に対し請負をする本市議会

議員が、請負の状況を公表すること等により、請負の状況

の透明性を確保し、もって議会運営の公正、事務執行の適

正を図るもの 

 

◯ 令和６年４月１日から施行し、令和５年４月１日に始

まる会計年度における請負から適用 

２月２８日 

可 決 

全 会 一 致 

省 略 



 

議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第 ６ ５ 号 

堺市市税条例等の

一部を改正する条

例 

(1) 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４

号。以下「改正法」という。）の施行に伴う所要の改正等

を行うもの 

(2) 税負担の均衡等を図るため、入湯税に係る税率及び課

税免除に係る規定を見直すこととし、所要の改正等を行

うもの 

 

◯ 公布の日（令和６年６月１９日）から施行し、(1)のう

ち堺市市税条例の一部を改正する条例（平成１９年条例

第２１号）に係る改正規定改正法附則第１条第１０号に

掲げる規定の施行の日（その日が公布日前である場合に

あっては、公布日）から施行、(2)に係る改正規定は、令

和７年４月１日から施行 

６月１４日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 

議 案 

第 ６ ６ 号 

堺市土砂埋立て等

の規制に関する条

例を廃止する条例 

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９

１号）の規定に基づき本市全域を宅地造成等工事規制区域

に指定することに伴い、今後は、土砂埋立て等について、 

同法による全国一律の基準で包括的な規制が行われること

となることから、本市の区域内における土砂埋立て等の規

制について定める本条例を廃止するもの 

 

◯ 令和６年７月１日から施行 

６月１４日 

可 決 

全 会 一 致 

産 業 

環 境 

議 案 

第 ６ ７ 号 

堺市ラブホテル建

築等規制条例及び

堺市立こどもリハ

ビリテーションセ

ンター条例の一部

を改正する条例 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）の一部改正に伴い、

次の条例について規定の整備等を行うもの 

 (1) 堺市ラブホテル建築等規制条例（昭和５８年条例第１

７号） 

 (2) 堺市立こどもリハビリテーションセンター条例（平成

５年条例第２７号） 

 

◯ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第１０

４号）附則第１条第４号の政令で定める日（その日がこ

の条例の公布の日前である場合にあっては、この条例の

公布の日）から施行 

６月１４日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議 案 

第 ６ ８ 号 

堺市介護保険条例

の一部を改正する

条例 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部改正によ

り、地域包括支援センターの設置者に加え、指定居宅介護

支援事業者も指定介護予防支援事業者の指定を受けること 

ができることとされたことに伴う所要の改正等を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和６年６月１７日）から施行 

６月１４日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 



 

議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第 ６ ９ 号 

堺市幼保連携型認

定こども園の設備

及び運営に関する

基準を定める条例

及び堺市幼保連携

型認定こども園以

外の認定こども園

の認定の要件を定

める条例の一部を

改正する条例 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び

運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生

労働省令第１号。以下「基準省令」という。）及び就学前の 

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律第３条第２項及び第４項の規定に基づき内閣総理大

臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関す 

る基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示

第２号。以下「基準告示」という。）の一部改正に伴い、堺

市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２６年条例第３１号）及び堺市幼保連携

型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める

条例（平成２８年条例第３９号）について、基準省令及び 

基準告示と同等の内容とする改正を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和６年６月１９日）から施行 

６月１４日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 

議 案 

第 ７ ０ 号 

堺市手数料条例の

一部を改正する条

例 

(1) 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１

９１号）の規定に基づき宅地造成等工事規制区域を指定

することに伴い、当該区域内における宅地造成等の工事

の許可等に関する事務に係る手数料を定めることとし、

所要の改正を行うもの  

(2) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の一部改正に

より、地域包括支援センターの設置者に加え、指定居宅

介護支援事業者も指定介護予防支援事業者の指定を受け

ることができることとされたことに伴い、当該指定を受

けた指定居宅介護支援事業者が両事業に係る指定の更新

申請を同時に行う場合における手数料を定めることと

し、所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和６年７月１日から施行 

６月１４日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第 ７ １ 号 

堺市開発行為等の

手続に関する条例

の一部を改正する

条例 

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９

１号）の規定に基づき宅地造成等工事規制区域を指定する

ことにより、宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令 

和４年法律第５５号）に規定する経過措置期間が終了する

こと等に伴う所要の改正を行うもの 

 

◯ 令和６年７月１日から施行 

６月１４日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 



 

議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第 ７ ２ 号 

堺市南部大阪都市

計画石原町二丁地

区地区計画の区域

内における建築物

の制限に関する条

例 

南部大阪都市計画石原町二丁地区地区計画（令和６年堺

市告示第５７号。以下「地区計画」という。）の実効性を担

保するため、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 第

６８条の２第１項及び都市緑地法（昭和４８年法律第７２

号）第３９条第１項の規定に基づき、地区計画の区域内に

おける建築物の敷地等及び緑化率に関する制限について 

定めることとし、次の事項を規定の内容とする本条例を制

定するものであること。  

(1) 本条例の適用区域に関する事項 

(2) 建築物の用途の制限に関する事項  

(3) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

に関する事項  

(4) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

に関する事項  

(5) 建築物の敷地面積の最低限度に関する事項  

(6) 壁面の位置の制限に関する事項  

(7) 建築物の高さの最高限度に関する事項  

(8) 建築物の緑化率の最低限度に関する事項  

(9) 違反建築物に対する措置に関する事項  

(10) 報告及び立入検査に関する事項  

(11) 罰則に関する事項 

 

◯ 公布の日（令和６年６月１９日）から施行 

６月１４日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第 ７ ３ 号 

堺市消防本部及び

消防署の設置等に

関する条例の一部

を改正する条例 

堺市堺消防署を移転することとし、所要の改正を行うも

の 

 

◯ 公布の日（令和６年６月１９日）から起算して１年を

超えない範囲内において規則で定める日から施行 

６月１４日 

可 決 

全 会 一 致 

市 民 

人 権 

議 案 

第 ７ ４ 号 

堺市水道布設工事

に係る監督者の配

置及び資格並びに

水道技術管理者の

資格に関する条例

の一部を改正する

条例 

水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）の一部

改正に伴う規定の整備を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和６年６月１９日）から施行 

６月１４日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第 ９ ８ 号 

堺市国民健康保険

条例の一部を改正

する条例 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の一部改

正により、被保険者証が廃止されることに伴う所要の改正

等を行うもの 

 

◯ 令和６年１２月２日から施行 

９月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 



 

議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第 ９ ９ 号 

堺市手数料条例等

の一部を改正する

条例 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部改正に

より、国、都道府県又は建築 主事を置く市町村が建築等を

しようとする建築物の計画に係る適合審査について、指定 

確認検査機関が行うことができることとされることに伴

い、次の条例について所要の改正等を行うもの  

(1) 堺市手数料条例（平成１２年条例第１１号）  

(2) 堺市建築基準法施行条例（平成１２年条例第３３号） 

(3) 堺市開発行為等の手続に関する条例（平成１５年条例

第２２号） 

 

◯ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備に関する法律（令和６年法律

第５３号）附則第１条第３号の政令で定める日（その日

がこの条例の公布の日前である場合にあっては、この条

例の公布の日）から施行 

９月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第１００号 

堺市附属機関の設

置等に関する条例

の一部を改正する

条例 

中百舌鳥駅前北側広場活用等事業に係る事業者の選定に

ついての審議等に関する事務を行うため、堺市中百舌鳥駅

前北側広場活用等事業者選定委員会を設置することとし、 

所要の改正を行うもの 

 

◯ 公布の日（令和６年１０月２日）から施行 

９月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第１０１号 

堺市学校給食セン

ター条例 

堺市立中学校において実施する学校給食の調理、配送そ

の他必要な業務を一括して処理するため、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

第３０条の規定に基づき、堺市学校給食センターを設置す

ることとし、次の事項を規定の内容とする本条例を制定す

るもの 

(1) 設置に関する事項  

(2) 名称及び位置に関する事項  

(3) 職員に関する事項 

 

◯ 公布の日（令和６年１０月２日）から起算して１年を

超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から

施行 

９月２７日 

可 決 

全 会 一 致 

文 教 

議 案 

第１１９号 

堺市一時保護施設

の設備及び運営に

関する基準を定め

る条例 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）の一部改正及び一時保護施設の設備及び運営に関す

る基準（令和６年内閣府令第２７号。以下「府令」とい う。）

の制定に伴い、法第１２条の４第２項の規定に基づき、本

市における一時保護施設の設備及び運営に関する基準につ

いて定めることとし、府令に定めるとおりとする旨を規定

の内容とする本条例を制定するもの 

 

◯ 公布の日（令和６年１２月２４日）から施行 

１２月１９日 

可 決 

全 会 一 致 

健 康 

福 祉 



 

議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

議 案 

第１２０号 

堺市水道事業給水

条例の一部を改正

する条例 

電子申請の利用促進による利用者の利便性の向上及び業

務の効率化並びに受益者負担の適正化を図るため、給水装

置の新設等の工事等に係る手数料について見直しを行うこ 

ととし、所要の改正を行うもの 

 

○ 令和７年４月１日から施行 

１２月１９日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第１２１号 

堺市下水道条例の

一部を改正する条

例 

(1) 市指定排水設備工事業者の指定等に係る手続等に関

し、電子情報処理組織を使用する方法により実施し、及

び業務の効率化を図るため、添付書類等について見直し

を行うこととし、所要の改正を行うもの 

(2) 電子申請の利用促進による利用者の利便性の向上及び

業務の効率化並びに受益者負担の適正化を図るため、市

指定排水設備工事業者の指定更新手数料等について見直

しを行うこととし、所要の改正を行うもの 

(3) 国における技術者等の常駐及び専任に係るアナログ規

制の見直し並びに下水道法施行令（昭和３４年政令第１

４７号）の一部改正に伴う所要の改正等を行うもの 

 

○ 令和７年４月１日から施行、(3)の一部に係る改正規定

は、公布の日（令和６年１２月２４日）から施行 

１２月１９日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 

議 案 

第１２２号 

堺市水道布設工事

に係る監督者の配

置及び資格並びに

水道技術管理者の

資格に関する条例

の一部を改正する

条例 

水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）及び水道法

施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）の一部改正に伴

い、本市における布設工事監督者及び水道技術管理者の資 

格要件について見直しを行うこととし、所要の改正を行う

もの 

 

〇 令和７年４月１日から施行 

１２月１９日 

可 決 

全 会 一 致 

建 設 



 

議 案 

第１４９号 

堺市職員の給与に

関する条例等の一

部を改正する条例 

令和６年４月の民間給与との均衡並びに社会及び公務の

変化に応じた給与制度の整備を目的とする人事委員会勧告

を踏まえ、一般職の職員の給料、初任給調整手当、期末手

当、勤勉手当及び地域手当を次のとおり改定し、並びに扶

養手当、管理職員特別勤務手当、勤勉手当及び住居手当の

支給対象の見直し並びに特定任期付職員業績手当の廃止を

行うもの 

(1) 堺市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第６号。

以下「給与条例」という。）の行政職給料表等、堺市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１６年条例 

第８号）の特定任期付職員給料表並びに堺市立学校職員

の給与及び旅費に関する条例（平成２８年条例第４９号）

の高等学校等教育職給料表及び小中学校等教育職給料表

において定める給料月額を改定するもの  

(2) 給与条例において定める初任給調整手当について、次

のとおり改正するもの  

ア 医療に関する専門的知識を必要とする職で規則で定

めるものに採用された職員に係る上限額を月額３１

０，０００円に引き上げるもの  

イ 獣医学に関する専門的知識を必要とする職で規則で

定めるものに採用された職員に係る上限額を月額３

６，０００円に引き上げるもの  

(3) 一般職の職員に対し、令和６年１２月に支給する期末

手当又は勤勉手当について、次のとおり改正するもの  

ア 一般職の職員（特定任期付職員を除く。）に係る支給

割合について、期末手当にあっては１００分の１２７．

５等に、勤勉手当にあっては１００分の１０７．５等

に引き上げるもの  

イ 特定任期付職員に係る期末手当の支給割合について、

１００分の１７５に引き上げるもの  

(4) 一般職の職員に対し、令和７年６月以降に支給する期

末手当又は勤勉手当について、 次のとおり改正するもの 

ア 一般職の職員（特定任期付職員を除く。）に係る支給   

割合について、期末手当にあっては１００分の１２５

等に、勤勉手当にあっては１００分の１０５等にする 

もの  

イ 特定任期付職員に対し、新たに勤勉手当を支給するこ

ととし、当該職員に係る期末手当及び勤勉手当に係る

支給割合を次のとおりとするもの  

(ｱ) 期末手当 １００分の９５  

(ｲ) 勤勉手当 １００分の８７．５ 

(5) 配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当の

額を１３，０００円に引き上げるもの  

(6) 東京都特別区内にある勤務場所に勤務する職員、医療

職給料表の適用を受ける職員及び学校職員以外の職員に

支給する地域手当の支給割合を１００分の１２に引き 

上げるもの  

(7) 管理職員特別勤務手当の支給対象となる時間帯につい

て、午後１０時から午前５時までの間（週休日等に含ま

れる時間を除く。）に改正するもの  

１２月１９日 

可 決 

全 会 一 致 

総 務 

財 政 



 

議 案 番 号 件  名 内      容（主なもの） 

議 決 月 日 

結 果 

採 決 状 況 

付 託 

委員会 

(8) 定年前再任用短時間勤務職員等に対し、新たに住居手

当を支給することとするもの  

(9) 特定任期付職員に対する特定任期付職員業績手当を廃

止するもの  

(10) 規定の整備を行うもの 

 

○ 公布の日（令和６年１２月２０日）から施行、(4)から

(9)までに係る改正規定 は、令和７年４月１日から施行 

○ (1)及び(2)に係る改正後の規定は令和６年４月１日か

ら、(3)に係る改正後の規定は令和６年１２月１日から適

用 

 


